
浜名湖圏域流域水循環計画（R7.3策定）計画名

浜松市の一部と湖西市全域対象
地域静岡県提出機関名

水質、水量、防災・減災、生態系、地域振興メイン課題

水質、水量、災害・治水、自然環境、暮らしの５つの分野で取組を推進し
「浜名湖を中心とした地域特有の自然環境の維持又は回復」「多様な産業
(農・林・水産・工・観光)と暮らしのバランスのとれた発展」「水災害
(水害・土砂災害・渇水)に対するレジリエンスの向上」を目指すことで、
「いのちと恵みをはぐくむ「浜名湖」と生きる」の実現に取り組む。

計画概要

県立自然公園や名勝指定されている浜名湖の適切な水質の維持や水量の確
保、水災害等の被害最小化に向けた河川や湖岸施設等の整備、圏域固有の
生態系を育む干潟やアマモ場等の水環境の保全などの取組を実施。

計画の特徴

静岡県（計画策定主体）【実施体制】

○都道府県
地方
公共
団体

○政令指定都市

○市区町村

○国の地方支分部局

〇有識者

〇事業者

〇団体（NPOなど）

〇住民

-その他（ ）

【新規】「浜名湖圏域流域水循環計画」の概要

浜名湖圏域（都田川水系、梅田川水系流域）
（浜松市の一部と湖西市全域）

○計画体系 ○推進体制・進行管理

「浜名湖圏域流域水循環協議会」が中心となって、
健全な水循環の状態を表す指標や施策の進捗状況を
管理する指標を用いて計画の進捗管理を行いながら、
関係機関と連携して取組の推進を図る
指標により進捗管理を行わない施策についても、実
施状況やそれに伴う改善状況を把握し、また必要な
調査を行うなどして、本協議会において進捗状況を
確認し、推進を図る


